
こ発第５５９号 

令和２年８月２０日 

市内障がい児福祉サービス事業所等管理者 様 

 

 

福岡市こども未来局こども部こども発達支援課 

 

 

障がい者支援施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練 

の実施について（通知） 

 

 

日頃より，障がい児福祉行政にご理解，ご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて，近年，豪雨等による浸水や土砂災害により社会福祉施設が被災し，利用者等が亡く

なるという災害が多発していることから，別添のとおり障がい者支援施設等の非常災害対

策及び利用者の安全確保について厚生労働省から通知がありましたので，各事業所におか

れては，改めて万全を期するようお願いします。 

なお，障がい児福祉サービス事業所等については，福岡市指定障がい児通所支援の事業等

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等により非常災害に関する具体的計画

を作成し，定期的に避難訓練を行うことが義務づけられています。 

また，水防法，土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び津

波防災地域づくりに関する法律により浸水想定区域，土砂災害警戒区域及び津波災害警戒

区域内に所在し，別添の福岡市地域防災計画に名称及び所在地が定められた要配慮者利用

施設については，「避難確保計画」の作成等が義務づけられています。 

 つきましては，各事業所で作成している非常災害対策計画や消防計画等の既存の計画を

再確認いただくとともに，「避難確保計画」については，既存の計画に水防法等に定める必

要事項を追記することで作成可能ですので，浸水想定区域内などに所在する事業所におい

ては，「避難確保計画」に必要な項目について，追記等をお願いします。 

 

 

【添付資料】 

・障害者支援施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施状況の点検及び

指導・助言について（厚生労働省通知） 

・福岡市地域防災計画（資料編）抜粋 

・（参考）水防法・土砂災害防止法の改正について（パンフレット） 

・（参考）計画の比較表（障がい者支援施設等） 

・（参考）既存の計画への追記による避難確保計画の作成について（水防法関係） 

 

※そのほか避難確保計画については，国土交通省のホームページを参照してください。 

 

【問い合わせ先】 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1丁目 8 番 1号 

福岡市こども未来局 こども部 こども発達支援課 事業所指定・指導係  

(TEL)０９２－７１１－４１７８，(FAX)０９２－７３３－５５３４ 

事業者指定専用アドレス: syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp 


